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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭素　　　　０．４５から０．８重量％
　窒素　　　　０．１から０．２重量％
　クロム　　　１４から１７重量％
　モリブデン　０．７から１．３重量％
　シリコン　　０．５から１重量％
　マンガン　　０．２から０．８重量％
　鉄　　　　　７８から８４．０５重量％及び
　任意成分として、酸素、リン及び硫黄０．０２重量％以下
からなり、
　前記鉄は不可避的不純物とともに組成の残部をなす軸受鋼組成。
【請求項２】
　前記炭素及び窒素を合わせた含有量は全組成の０．５５重量％から０．７重量％である
請求項１に記載の軸受鋼組成。
【請求項３】
　前記鋼組成は、少なくとも一つの元素が以下の量からなる請求項１又は２に記載の軸受
鋼組成。
　炭素　　　　０．４５から０．７重量％
　窒素　　　　０．１１から０．１８重量％
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　クロム　　　１４から１７重量％
　モリブデン　０．９から１．１重量％
　シリコン　　０．５から０．９重量％及び
　マンガン　　０．３から０．６重量％
【請求項４】
　前記鋼組成は、
　炭素　　　　０．４５から０．６重量％
　窒素　　　　０．１３から０．１７重量％
　クロム　　　１５から１６．５重量％
　モリブデン　０．９から１．１重量％
　シリコン　　０．５から０．９重量％
　マンガン　　０．３から０．６重量％及び
　残部鉄及び不可避的不純物
からなる請求項１から３のいずれかに記載の軸受鋼組成。
【請求項５】
　マルテンサイト、残留オーステナイト、析出炭化物及び/又は炭窒化物からなる微細構
造を有する請求項１から４のいずれかに記載の軸受鋼組成。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１つによる組成から形成された軸受部品。
【請求項７】
　転動要素、内輪及び外輪の少なくともいずれか１つである請求項６に記載の軸受部品。
【請求項８】
　請求項６又は請求項７に記載の軸受部品からなる軸受。
【請求項９】
　軸受部品を形成する方法において、
　ａ）請求項１から５のいずれかに記載の粉末鋼組成を準備し、
　ｂ）前記粉末鋼組成を熱間静水圧プレスし、前記部品を形成する
工程からなる軸受部品を形成する方法。
【請求項１０】
　前記粉末鋼組成は、少なくとも１つのガス噴流と接触させて溶解鋼組成を霧化すること
により準備する請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記熱間静水圧プレス工程は、１０００℃から１４００℃の温度で２００ＭＰａ以下の
圧力で行う請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記熱間静水圧プレス工程は、不活性雰囲気で行う請求項９から１１のいずれかに記載
の方法。
【請求項１３】
　さらに、
　ａ）表面焼き入れ
　ｂ）焼き戻し及び/又は
　ｃ）仕上げ
の工程を含む請求項９から１２のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は鋼と軸受の分野に関する。さらに詳しくは、本発明は新規な軸受鋼の組成と軸
受を形成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　軸受は２つの部品間の拘束相対運動を許容する装置である。転動要素軸受は内外レース
ウェイとこれらの間に配置された複数の転動要素（ボール又はローラ）とからなる。長期
間の信頼性と性能のためには、種々の要素は転がり接触疲労、摩耗及びクリープに対する
高い抵抗性を有することが重要である。
【０００３】
　最新の鋼は鋼製品の所望の用途に依存して鉄と合金元素を組み合せて製造される。クロ
ムは一般的な合金元素であり、腐食と錆に耐えるために使用される。ステンレス鋼及び外
科用ステンレス鋼は最小１０％のクロムを含有する。
【０００４】
　ステンレス鋼の組成の一例はボーラーＮ３６０イソエクストラ（Bohler N360 isoextra
(登録商標)）である。この鋼は、０．３０重量％炭素（Ｃ）、０．６０重量％シリコン（
Ｓｉ）、０．４０重量％マンガン（Ｍｎ）、１５．００重量％クロム（Ｃｒ）、１．００
重量％モリブデン（Ｍｏ）、０．４０重量％窒素（Ｎ）からなる。この鋼は、耐食性、マ
ルテンサイト硬化ステンレス鋼であり、高硬度と圧縮強度を呈する。
【０００５】
　ボーラーＮ３６０イソエクストラは、加圧エレクトロスラグ再溶解（Ｐ－ＥＳＲ）プロ
セスを使用して製造されている。Ｐ－ＥＳＲプロセスでは、消耗電極が保護雰囲気下で水
冷型の気スラグ溜まりに浸される。電流（通常はＡＣ）が、電極と形成されるインゴット
の間を通過してスラグを過熱し、金属の滴が電極から溶融される。滴はスラグを通って水
冷型の底部まで移動し、そこで固化する。スラグ溜まりはインゴット形態で上方に搬送さ
れる。精製された金属材料の新しいインゴットは型の底からゆっくりと形成される。形成
されたインゴットは均一であり、外側から内側に固化するので従来のキャストインゴット
でのコアの弱さに関連した問題を克服する。
【０００６】
　Bohler N360 isoextra(登録商標)を製造するのに使用される保護雰囲気は窒素からなり
、製造される鋼の窒素含有量を増加する。固体窒素保持添加物が溶湯に添加されてもよい
。窒素は安価な鋼の特性を向上する合金元素として魅力的である。再溶融中の液相の金属
滴の滞留時間が非常に短いために、気相を介して収集される窒素は最小であるが、システ
ムの高圧は溶融金属に導入された添加物から窒素の漏出を防止する。
【０００７】
　年輪パターンやそばかす（freckle）の形成といったような種々の欠陥が再溶解インゴ
ットで生じる。さらに、電極からの樹枝状骨格（dendrite skeleton）や小破片はインゴ
ットの構造的欠陥を生成する。このプロセスは、溶解中に漂遊磁界により望ましくなく攪
拌される分離過敏（segregation-sensitive）合金では使用することはできない。漂遊磁
界の効果を回避するために、炉は一般に同軸であるように設計され、これは生成される鋼
のサイズや形状を制限する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、代替の鋼組成を提供し、該代替組成を製造する代替の方法を提供し、
従来技術と関連する問題のいくつかを解消し又は少なくとも軽減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の局面によると、本発明は、
　　炭素　　　　約０．４５から約０．８重量％
　　窒素　　　　約０．１から約０．２重量％
　　クロム　　　約１４から約１７重量％
　　モリブデン　約０．７から約１．３重量％
　　シリコン　　約０．５から約１重量％
　　マンガン　　約０．２から約０．８重量％
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　　鉄　　　　　約７８から約８４．０５重量％及び
　　任意成分として、酸素、リン及び硫黄０．０２重量％以下
からなり、
　前記鉄は不可避的不純物とともに組成の残部をなす、
軸受鋼組成を提供する。

【００１１】
　第２の局面によると、本発明はここに記載の組成から形成された軸受部材を提供する。
【００１２】
　第３の局面によると、本発明は本発明による軸受部材からなる軸受を提供する。
【００１３】
　第４の局面によると、本発明は鋼軸受部品を形成する方法を提供する。この方法は、粉
末鋼組成を提供する工程と、粉末鋼組成を熱間静水圧プレス成形（hot isostatic pressi
ng）して部品を形成する工程とからなる。
【００１４】
　次に、一例である添付図面を参照して本発明をさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の方法の実施形態の概略図を示す。
【図２】本発明の方法の実施形態における工程のフローチャートを示す。
【図３】炭素含有量を変化させ、窒素含有量を一定の０．１５重量％にした本発明の組成
の相平衡状態図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明をさらに説明する。次の節では、本発明の異なる局面/態様をさらに詳細
に規定する。規定された各局面/態様は、これに反することが明確に示されていない限り
、他の任意の１又は複数の局面/態様と組み合わせてもよい。特に、好ましい又は有利で
あると示された如何なる特徴も、他の好ましい又は有利であると示された１又は複数の特
徴とも組み合わせてもよい。
【００１７】
　軸受鋼組成は、０．１から０．２重量％、好ましくは０．１１から０．１８重量％、さ
らに好ましくは０．１３～０．１７重量％の量の窒素を含む。窒素含有量は鋼製品の硬度
を増加するのに役立つ。しかし高温で製鋼プロセス中のオーステナイトにおける窒素濃度
は、クロム、マンガン、モリブデン濃度に依存し、このため、これらの合金元素の含有量
を増加されない限り、組成にさらに窒素を導入することは困難である。さらに、圧力金属
学の助けを借りて窒素含有量を増加することができる。
【００１８】
　炭素は、合計で０．４から０．８重量％、好ましくは０．４５から０．７重量％、さら
に好ましくは０．４５から０．６重量％含まれる。炭素は形成される鋼製品の硬度を増加
するのに役立つ。炭素が０．４重量％未満であると、硬度が不十分となる。炭素溶解度は
クロム濃度と逆に関連しており、クロム重量％が増加すると、最終組成における炭素含有
量が減少しやすい。
【００１９】
　好ましくは、存在する炭素と窒素の組合せパーセントは、０．５から１重量％、さらに
好ましくは０．５から０．８８重量％、さらに好ましくは０．５から０．７７重量％、最
も好ましくは０．５から０．７重量％である。これらの範囲は最終鋼組成の最大の硬度を
提供することが分かった。
【００２０】
　圧力金属学という複雑なさらなる工程の助けを借りることなく、組成に窒素をさらに導
入することの困難性を補償するためには、炭素量は０．４５から０．６重量％が好ましい
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。これは、前述した炭素及び窒素の好ましい合計量を提供する。この炭素量と約０．１５
重量％の窒素量との合計は、硬化後のオーステナイト又はマルテンサイト中に保持される
可溶性格子間原子の最大量により、容認できる硬度/負荷特性を提供することができる。
【００２１】
　図３は、０．１５重量％の窒素量と可変炭素量を有する本発明の組成に対する計算擬２
元系状態図（等値線）図を示す。０．３重量％の炭素量では、δ－フェライト相は約１２
２７℃で形成する。オーステナイト領域は、約０．４５重量％の炭素量で最も広範囲（温
度に関して）にあるように思われ、最良の加工性を許容する。
【００２２】
　０．４５重量％の炭素と０．１５重量％以上の窒素のオーステナイト組成に対して全炭
素溶解度を仮定すると、全Ｃ＋Ｎ量は約０．６重量％に達する。この値は５８ＨＲＣを超
える硬度値を提供する。図３は、γ/γ＋Ｌ（液体）相線が急激に減少していないので、
炭素量はさらに増加してもよいことを示している。
【００２３】
　クロムは、１２から１８重量％、好ましくは１５から１７重量％、さらに好ましくは１
５．５から１６．５重量％の量で含まれる。クロムは鋼に対する改良された耐食性を提供
する。クロムは金属表面に硬質酸化物を導き、腐食を抑制する。
【００２４】
　モリブデンは、０．７から１．３重量％、好ましくは０．９から１．１重量％の量で含
まれる。鋼にモリブデンを添加することは重いサービスに対して靱性を与え、特に耐熱合
金を提供する。従来の炭素鋼は０．５重量％未満のＭｏを有するが、本発明の組成では他
の合金元素とともにより多量のモリブデンを有し、硬度のような機械的特性を向上する。
【００２５】
　シリコンは、０．３から１重量％、好ましくは０．５から０．９重量％の量で含まれる
。
【００２６】
　マンガンは、０．２から０．８重量％、好ましくは０．３から０．６重量％の量で含ま
れる。マンガンは、焼入性を増加し、鋼の強度に貢献する。
【００２７】
　鉄は、７８から８６．３重量％の量で、好ましくは組成の残部として、他の不可避的不
純物とともに含まれる。
【００２８】
　存在してもよい他の元素は、酸素、リン、硫黄を含む。これらの元素は０．０２重量％
以下の量で存在していることが好ましい。リン量は好ましくは０．０１重量％を超えない
。硫黄量は好ましくは０．００２重量％を超えない。酸素量は好ましくは０．０００１重
量％を超えない。
【００２９】
　本発明による軸受部品に使用する鋼は不可避的不純物を含んでもよいが、合計で組成の
０．５重量％を超えることがないことが理解される。好ましくは、合金は組成の０．３重
量％以下、さらに好ましくは組成の０．１重量％以下の量で不可避的不純物を含む。リン
および硫黄量は好ましくは最小に維持される。
【００３０】
　本発明による合金は、前述した元素から基本的に構成されてもよい。したがって、必須
であるこれらの元素に加えて、指定していない他の元素がこれらの存在により組成の基本
的特性が影響を受けないのであれば組成に存在していてもよいことは、評価されるであろ
う。
【００３１】
　硬化する前に、本発明による鋼は典型的には支配的相としてオーステナイトからなって
いる。すなわち、少なくとも５０重量％、好ましくは少なくとも７０重量％、さらに好ま
しくは少なくとも９０重量％のオーステナイトである。好ましい実施形態では、組成は実
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質的に全オーステナイトである。すなわち、少なくとも９５重量％、好ましくは少なくと
も９８重量％、さらに好ましくは少なくとも９９重量％のオーステナイトである。オース
テナイトは、炭素と酸素の金属性の非磁性固溶体であり、７２３℃の臨界温度以上で従来
の鋼に形成する。これは、面心立方（ＦＣＣ）構造を有し、高比率の炭素を固溶体に保持
することを許容する。鋼組成が焼き入れ及び焼き戻しされるとき、炭化物/炭窒化物と残
留オーステナイトを有する焼き戻しマルテンサイト構造を示すであろう。鋼の相及び構造
は当業者に公知である。
【００３２】
　オーステナイトがゆっくりと冷却されるなら、構造はフェライトとセメンタイトの混合
（通常はパーライトとベイナイトの構造形態）に変化することができる。急速冷却ではマ
ルテンサイトが形成されることになる。冷却速度はこれらの相の相対的比率すなわち鋼の
機械的特性（例えば、硬度、引張強度）を決定する。焼き入れ（マルテンサイト変態を誘
引する）、その後の焼き戻し（マルテンサイト及び残留オーステナイトを破壊し、炭化物
/炭窒化物を析出する）は、高特性鋼の最も一般的な熱処理である。硬化及び/又は焼き戻
し後に深い冷却処理（deep cooling treatment）を行ってもよい。
【００３３】
　軸受に適用するために、本発明の鋼組成は好ましくは、マルテンサイト、残留オーステ
ナイト、析出炭化物及び/又は炭窒化物からなる微細構造を有する。
【００３４】
　本発明で採用される方法は、粉末冶金の形態である。粉末冶金は典型的には次の３つの
主な処理工程からなる成形製造技術に基づいている。
　・粉末化：処理材料を物理的に粉末化し、多くの個々の小粒子に分離する
　・成型：粉末を型に注入し、又はダイを通過させ、寸法的に所望の製品に近い弱凝集構
造を形成する
　・圧縮：成型品を圧縮し、選択的に高温にさらし、最終製品を形成する
【００３５】
　本発明の方法は、前述した軸受鋼から軸受部品の少なくとも摩耗部分を形成する。鋼は
所定量の多くの元素からなる。
【００３６】
　本方法で使用される組成は好ましくは生成される最終製品の組成に相当する。しかしな
らが、大部分の元素の重量パーセントは本質的に一定のままであり、窒素含有量はおそら
くは脱気により僅かに減少する。本発明の熱間静水圧プレス成形工程により初期に生成さ
れる組成は、圧倒的にオーステナイトであり、好ましくはその組成はさらなる処理工程を
受けてマルテンサイト相を導入する。したがって、本発明により製造される軸受部品はい
くらかの残留オーステナイト（１－３０重量％）といくらかの炭化物/炭窒化物（＜５重
量％）を有する微細構造からなる。
【００３７】
　粉末鋼組成は従来の技術、例えば溶解るつぼで適切な原料を溶解することにより形成す
ることが好ましい。溶解された成分は本発明の方法を使用することで粉末化することがで
きる。適切な原料は、粗元素、又は熱で分解する原料の酸化物又は塩を含む。原料は組成
が完全に溶解するのを補償するために１５００℃を超える温度で溶解するのが好ましい。
温度が低いと、δ－フェライトのような固形分の析出物が生成する。溶解物は誘導炉で生
成され、及び/又は誘導加熱取鍋に流し込み、ここでさらなる合金元素を保護雰囲気で添
加することができる。溶解物はプロセスの間、攪拌して温度制御することができる。霧化
の前に、溶解物はタンディッシュ（tundish）に流し込み、ここで例えば保護スラグカバ
ー又は不活性雰囲気で保護する。
【００３８】
　以下、粉末冶金学的工程のそれぞれについて、本発明の方法に関連させてさらに詳細に
説明する。
【００３９】
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　第１工程は鋼組成の粉末を準備する。粉末は振ったり傾けると自由に流動する多数の極
微粒子からなる乾燥したバルク固体である。粉末は特別な下位分類の粒状材料である。特
に、粉末は細かい粒サイズを有し、このために流動するときに塊を形成しやすい粒状材料
に言及している。本発明によると、鋼組成の粉末は１μｍから１０００μｍ、好ましくは
１０μｍから２５０μｍ、さらに好ましくは５０μｍから１２５μｍの粒子サイズを有す
ることが好ましい。
【００４０】
　粉末を生成する一つの技術は、霧化である。この技術は溶解鋼組成から特に好ましい相
を捕集することができるので、特に好ましい。粉砕、研削、化学反応、遠心崩壊、電解析
出のような他の技術も公知である。
【００４１】
　霧化は、例えば、溶解金属流れを中圧でオリフィスに押し通し、あるいは霧化チャンバ
内で高圧ガス硫により溶解金属流れを崩壊させることにより達成してもよい。溶解金属流
れがガス、又はノズル若しくはオリフィスと接触すると、組成は温度が低下し、オーステ
ナイト形成を助長する。好ましくはチャンバはガスで満たされ、溶解物金属ジェットのさ
らなる乱れを促進する。好ましくは、霧化は溶解金属組成を１又は複数のガス噴流、好ま
しくは例えば空気、窒素、又は不活性ガスと接触させることで生じる。
【００４２】
　代案として、単純な霧化として、液体金属を十分な高速でオリフィスに押し通して粉末
を精製するのに必要な乱流を与えることにより使用してもよい。ノズル振動、ノズル非対
称、多重の衝撃流れ、大気ガスへの溶解金属注入は、霧化の範囲を増加するのに使用する
ことができる。
【００４３】
　鋼組成が粉末として提供されると、オプションとして、密封シールされた容器に不活性
ガス下で保管することができる。代案として、遅延を最小にして使用することができる。
【００４４】
　第２工程では、粉末を型に設置する。好ましい実施形態では、板金の成形溶接により形
成される軟鋼製カプセル内に粉末を缶詰めにすることからなる。このような型又はカプセ
ルは最終製品に所望の形状を与えるように設計される。代案として、型は当業者に公知の
耐熱材料で形成してもよい。複合製品は、異なる粉末用の別の区画を有するカプセル又は
型を設計し、あるいは固形材料の部品を粉末とともに封入することで、製造することがで
きる。
【００４５】
　粉末は、上昇温度及び極高真空にさらして、粉末から空気や水蒸気を除去することが好
ましい。型は、熱間静水圧プレスする前にシールすることが好ましい。高圧不活性ガスと
上昇温度を適用した結果、内部空隙を除去することができ、材料全体に強い冶金学的結合
を形成することができる。その結果、均一な微細粒子サイズと１００％に近い密度を有す
る清浄な均質材料となる。
【００４６】
　熱間静水圧プレス（ＨＩＰ）成形中、充填された型又はカプセルは、従来のＨＩＰプレ
スに設置して、そこで高圧と高温を受ける。圧力、温度及び時間のＨＩＰパラメータは、
材料に完全な密度と必要な特性を与えるように決定される。適切な温度は、組成がγ相（
例えば図３の相状態図のγ領域）にある温度である。すなわち、約１３５０から１１００
℃、好ましくは１３００から１２００℃である。適切な圧力は、２００ＭＰａまであるが
、理想的には約１００ＭＰａである。圧力は、１０から１５０ＭＰａ、さらに好ましくは
９５から１０５ＭＰａであってもよい。低温始動からの処理時間（すなわち温度が上昇す
るのに必要な時間を含む）は、１分から２４時間、さらに好ましくは１時間から１０時間
、最も好ましくは２時間から８時間である。
【００４７】
　好ましくは、熱間静水圧プレスは不活性雰囲気で行なう。適切な不活性雰囲気は、アル
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ゴンのような希ガスを含む。他の好ましい実施例では、熱間静水圧プレスは方法及び装置
が過度に複雑化するのを回避するために空気下で行う。
【００４８】
　本発明の一つの実施形態によると、本方法は、さらに熱間静水圧プレスされた軸受部品
（製品）を窒化（又は表面硬化）する工程を含む。このような処理工程は、過剰であり、
望ましくない。本発明の方法はこのような工程を必要とすることなく適度に硬い製品を提
供するからである。窒化は、製品の少なくとも表面部分を硬化するのに役立つ。したがっ
て、最終製品又は組成はそうでなく達成されたものよりも高い窒素含有量で提供される。
【００４９】
　適切な窒化プロセスは、当業者に公知であり、ガス窒化、液体又は塩浴窒化、イオン又
はプラズマ窒化を含む。ガス窒化では、ドナーは窒素に富んだガス、通常はアンモニア（
ＮＨ３）であり、予熱された製品と接触する。好ましくは、これは２００から８００℃で
達成され、少なくとも３０分間滞留するように許容される。アンモニアが加熱された加工
品と接触すると、窒素と水素に分離（disassociate）される。窒素は表面から材料の中心
まで拡散する。
【００５０】
　液体又は塩浴窒化は、窒素供与媒体はシアン化塩のような窒素含有塩である。使用され
る温度は典型的には５５０－６００℃である。
【００５１】
　プラズマ窒化は、窒素イオンのプラズマに依存し、集中的及び特殊な窒化を許容する。
【００５２】
　本発明の方法はらに、仕上工程、及び/又は焼き戻し及び/又は焼なまし工程を含むこと
ができる。前述した深い冷却温度に加えて、他の可能な工程は硬化された製品の応力除去
焼鈍とすることができる。このような工程は当業者に公知である。材料のタイプと適用に
依存して、製品は熱処理、機械加工、種々の形式の品質制御、例えば超音波検査、ダイ浸
透テスト、機械的特性のテストなどを受ける。型として軟質鋼シートを使用する場合、機
械加工又は酸洗いにより除去することができる。
【００５３】
　仕上工程の例は、研削及び研磨を含む。焼戻し工程の例は、１００から５００℃の間、
好ましくは２００から４５０℃の間、１０分から２４時間、好ましくは３０分から３時間
の間で焼き戻しすることを含む。窒化のような硬化工程を使用される場合、品物を硬化後
で焼戻し前に氷点下温度（好ましくは－７０℃から－８０℃）に冷却することが望ましい
。好ましくは、氷点下処理は空中で－８０℃にて２時間行う。好ましくは、焼戻しは他の
硬化工程なしに行うことができるが、空中で２００℃にて２時間実行する。
【００５４】
　他の仕上工程は、熱間加工、又は熱間圧延である。これらの技術は、当業者に公知であ
る。熱間加工とは金属をその再結晶温度以上にて塑性的に変形させる工程をいう。再結晶
温度以上であることにより、金属は変形中に再結晶する。再結晶は、材料に降伏強度及び
硬度を低下し延性を高めることになる歪み硬化が生じないようにするため重要である。処
理温度は一般に材料の溶融温度の０．６である。熱間圧延は特に好まれるものではないが
、最終所望寸法に至らしめるために使用される。
【００５５】
　熱間圧延は、熱間で加工する金属加工プロセスであり、スラブやビレットのような大き
な金属片を再結晶温度以上に加熱し、ローラ間で変形させてより薄い断面を形成する。熱
間圧延は同じ段数で冷間加工よりも薄い断面を生成する。熱間圧延は再結晶により金属の
平均粒子サイズを減少するが、等軸微細構造を維持する。
【００５６】
　例えばＰ－ＥＳＲよりも本発明の方法を使用して、本発明者らは、高耐食性を示す軸受
部品を製造することができることを発見した。さらに、本発明の方法は従来の方法を超え
る多くの効果を提供する。



(9) JP 5731500 B2 2015.6.10

10

20

30

40

50

【００５７】
　熱間静水圧プレスされた材料の空隙率（porosity）の減少により、機械的性質を向上し
、加工性を増加することができる。ＨＩＰプロセスは内部ボイドを排除し、清浄で堅固な
接合と緻密で均一な微細構造を生成する。これらの特徴は、溶接、鋳造、又はＰ－ＥＳＲ
では不可能である。内部ボイドの事実上の排除により、部品性能が強化され、疲労強度が
向上する。ＨＩＰプロセスのさらなる利点は、機械加工を必要としないニアネットシェイ
プ（near-net shape）を生成する能力である。
【００５８】
　溶融操作において、「相律（phase rule）」が全ての純元素及び結合元素に適用され、
特定の組成に存在できる液相及び固相の分布を厳密に決定する。しかしながら、粉末冶金
学を使用することにより、固液相変化の考慮は無視でき、プロセスは、鋳造、押出し、又
は鍛造技術よりも柔軟性がある。したがってさもなければ分解又は崩壊するような部品を
製造することができる。本実施例の場合、所望の組成の安定アーステナイト相は従来のプ
ロセス（溶接、鋳造、Ｐ－ＥＳＲ）では狭く（温度に関して）、特許請求の範囲で請求し
ている粉末冶金プロセスはそうでなければ生じるような不純物のない安定した相の製造が
できる。
【００５９】
　特許請求の範囲で請求している製造プロセスは、非常に小さなスクラップを生成し、異
なる製品形状を製造できる。このプロセスが行える許容誤差は、非常に正確であり、軸方
向寸法が＋/－０．０２ｃｍ、半径方向寸法が＋/－０．０５ｃｍの範囲である。
【００６０】
　本発明の方法及び組成は、軸受部品のような鋼製品を製造するのに使用することができ
る。軸受部品は典型的には焼き入れ及び焼き戻しを含むプロセスにより形成されてきた。
この結果、微細構造は一般的に残留オーステナイト及び炭化物及び/又は炭窒化物を有す
るマルテンサイトからなる。一つの実施形態では、軸受部品は硬化により表面摩耗部をマ
ルテンサイトとした実質的にオーステナイトであってもよい。代案として、製品全体は従
来の方法により焼き戻しされ、硬化されて、マルテンサイト硬化製品を生成してもよい。
【００６１】
　また本発明はここに記載の方法及び鋼組成により形成された軸受部品を提供する。軸受
部品は転動要素、内輪、外輪のいずれか一つであってもよい。
【００６２】
　軸受部品の少なくとも摩耗部分は、ここの記載された方法及び組成により形成される。
摩耗部分例えば軸受輪の軌道面は、軸受輪の本体から別個に形成して、拡散接合、溶接の
ような従来の接合技術により接合してもよい。
【００６３】
　また本発明は、ここに記載された軸受部品からなる軸受を提供する。
【００６４】
　軸受は、例えば車両のホイール、風車の羽根、洗濯機のドラムのような回転部品を保持
し支持する多くの異なるタイプの機械に使用されてもよい。本発明は特に大サイズの軸受
（ＬＳＢ）用の軸受輪の製造に適している。ＬＳＢは４５０ｃｍ以上の外径を有する。
【００６５】
　本発明の軸受は、タービン軸受、特に風力タービン、風車軸受としての使用に適してい
る。このような利用分野では、高い耐食性と強度特性が重要である。
【００６６】
　好ましい実施形態では、本発明の方法は、軸受の摩耗部を軸受部品の本体に付着するの
に使用することができる。すなわち、軸受部品の本体は成形品の一部を形成し、摩耗部は
熱間静水圧プレスを使用して表面にクラッドする。したがって、例えば、安価な材料を粉
末鋼組成の薄い層で被覆し、転動接触疲労に耐える適切な表面を生成することができる。
これは必要とされる部分にのみ高価な耐摩耗材料を設置することでコストを低減する。こ
の結果、不必要なコストペナルティを伴うことなく耐摩耗特性が向上する。クラッドの他
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接合を生成することができることである。
【００６７】
　製品としての鋼組成の硬度は、好ましくは５０ＨＲＣ以上、さらに好ましくは５５ＨＲ
Ｃ又は５８ＨＲＣ以上である。硬度は、当業者に公知のロックウェル硬度試験により測定
される。ＨＲＣは９８Ｎの小荷重と、１３７２Ｎのダイヤモンドコーン大荷重で測定され
る。
【実施例】
【００６８】
　図１と２を参照して、ステンレス鋼軸受の製造を限定されない実施例として説明する。
【００６９】
　図１に示すように、鋼組成６を誘導炉５に準備した。所望の組成を与えるのに必要な成
分２を誘導炉５に供給した。交流電源に接続され、誘導炉５に設置された２つの電極４を
使用し、成分２を加熱し、溶解鋼組成６を提供した。オプションとして、溶解組成６は霧
化前に保護雰囲気下でタンディッシュ（不図示）に保持することができる。
【００７０】
　成分２を選択して、以下の鋼組成６を提供した。
【表１】

【００７１】
　鋼組成６が完全に溶解すると、鋼組成７６を誘導炉５から膨張チャンバ１０にゆっくり
と排出した。溶解鋼組成６はブロワ８から供給される窒素空気噴流と接触させた。吹き付
けられた鋼組成６は多数の細かく分散した線状の鋼１２になり、乱流により膨張チャンバ
１０内で次第に断片化し、粉末１４になった。粉末１４は膨張チャンバ１０の底部に収集
した。
【００７２】
　充填工程１６では、粉末１４を軸受部品の本体を成形するように形作られた軟鋼型１８
に装入し、軽く圧縮して弱い凝集体を形成した。
【００７３】
　熱間静水圧プレス工程２０では、充填した型を１２００℃の温度及び９５ＭＰａの圧力
に３時間さらした。熱間静水圧プレスはアルゴン雰囲気で行った。
【００７４】
　仕上処理工程２４では、軟鋼型１８を酸洗い（pickling）により除去し、軸受部品を取
り出した。軸受部品は実質的に全てオーステナイトであった。軸受部品は焼戻し及び硬化
工程にさらして、マルテンサイト硬化軸受部品を形成した。
【００７５】
　前述の工程は以下に要約することができる。
　１．誘導炉５で成分２とともに溶解するこことで、鋼組成６を準備する
　２．膨張チャンバ１０内で空気噴流を用いる霧化により、鋼組成６を粉末化する
　３．鋼粉末１４を型１８に詰める
　４．型２０の熱間静水圧プレス２０を行う
　５．型２０を取り除いて、プレスされた鋼製品を仕上げる
【００７６】
　軸受部品を分析して、最終組成と特性を確認した。最終組成は表２に示す。
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【表２】

【００７７】
　軸受組成は、優れた耐食性、強度（引張強度）及び硬度を示すことが分かった。
【００７８】
　硬化中にオーステナイトに十分な格子間スピーシーズ（interstitial species）を溶解
させることは、軸受材料に要求される硬度レベルを達成するのに重要であることは明らか
である。炭素及び窒素の濃度は、本実施例の場合、０．６重量％に達した。
【００７９】
　以上のように、本発明は特に高い耐食性、強度及び硬度を有する軸受部品を提供するこ
とができた。
【００８０】
　さらに、粉末冶金合成ルートを使用することで、組成は欠陥や不要な不純物相を回避し
、緻密な粒子サイズを有し、大きな耐食性、強度及び硬度を示。
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